
  

 

～水源地域を訪問する子どもたちと交流してみませんか～ 

水源地域訪問交流事業 

プログラム募集のご案内 
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【問合せ先】 〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 

神奈川県政策局政策部土地水資源対策課 

水源地域対策グループ 

電話（045）210－3124（直通） 

※ 電子メールアドレスは、お問合せください。 

 



 

1 水源地域訪問交流事業 

１ 事業の目的 

(1) 目的 

神奈川県内の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に限る）、特

別支援学校、放課後児童クラブや子ども会等子どもの活動支援を行う民間団体等（以

下、「小中学校等」といいます。）が、水源地域を訪問して体験・交流プログラムに参

加する「訪問交流事業」を実施することにより、水源環境の保全や水資源の重要性

に関する児童・生徒の理解促進を支援することを目的としています。 

 

(2) 水源地域について 

この事業における「水源地域」とは、水道水源としてのダム湖（相模湖、奥相模湖、

津久井湖、丹沢湖、宮ヶ瀬湖）が位置する、相模原市緑区の一部（城山地区、津久

井地区、相模湖地区、藤野地区）、山北町、愛川町、清川村のことを指します。 

 

(3) プログラム登録対象者について 

この事業における体験・交流プログラムを事前に登録できる者は、「かながわ水源地

域の案内人※」の登録要件を含む、次の１～２の項目を満たす個人・団体となりま

す。登録された者を「交流対応者」といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞かながわ水源地域の案内人について 

「かながわ水源地域の案内人」とは、水源地域での体験教室等のイベントの開催等、 

地域の活性化や理解促進に繋がる活動を行っている人・団体を登録したものです。 

県では、「かながわ水源地域の案内人」として登録した人・団体に対し、広報支援な

どを行い、活動の支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部の「かながわ水源地域の案内人」の活動内容については、 

ポータルサイト「神奈川やまなみ五湖navi」にて紹介しています。 

URL：https://www.suigen.jp/        

 

 

 

神奈川やまなみ五湖navi トップページ 

 

 

１ 神奈川県内の水源地域で次のいずれかの活動を行っていること。 

(1)地域づくり・地域活性化のための活動 

(2)自然、郷土文化、食文化などの地域資源を生かした活動 

(3)都市地域住民との交流活動 

(4)その他、(1)から(3)に類似する活動をしており、土地水資源対策課長が認めた活動 

２ 児童・生徒を対象に次のいずれの条件も満たす内容のプログラムを自ら提案し、実施することができる 

個人又は団体 

(1)水源地域の環境や役割等、水源環境への理解を深めるための説明を行うこと 

(2)プログラムに登録された実施場所において実験等を見せたり、体験させたりすること 

https://www.suigen.jp/


 

2 水源地域訪問交流事業 

２ 事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

応募 

「訪問交流事業」実施！ 

（マッチングが成立した場合） 

県との委託契約手続きが完了したら、 

小中学校等と訪問交流事業実施に向けた調整を行ってください。 

 

 

マッチング 
小中学校等の申込内容に基づき、県が交流対応者に承諾可否の確認を行います。 

調整内容（例） 

・ 当日の流れ 

・ 内容（講義・体験等）の詳細 etc 

プログラム登録 
申請により、プログラムを県に事前登録します。 

 ＜プログラム内容の例＞ 

・ 水源林（水源地域）の役割・重要性・保全活動の内容 

・ 水源地域で暮らす生き物とその命の重要性 

・ 水源地域での暮らし方(里山での暮らし方) 

・ 水源地域に自生する植物や生産される農作物について etc 

・ 水源地域で採れた植物を使った工作体験(竹とんぼ等) 

・ 水源林の模型や実際に使用する道具を用いたプチ森林保全体験 etc 

小中学校等からの訪問交流事業申込み 

委託料のお支払い 
交流対応者からの実施報告の後、県から講師に 

委託料をお支払いします。 

委託料は50万円未満 



 

3 水源地域訪問交流事業 

３ フロー図 

小中学校等 県 交流対応者 

   

訪問交流事業実施 

   

実施報告 
内容確認 

委託料支払い 

訪問交流事業 
内容調整 

訪問交流事業 
内容調整 

(直接または経由、

HP掲載) 

募集通知送付 

承諾 
(または不承諾) 

(直接応募) 

訪問交流事業 

申込み 
申込受領 
内容確認 

訪問交流事業 
実施打診 

別に定める 

募集期間内に申込 

訪問に係る交通費は、小中学校等の負担となります。  

※別途補助金制度あり 

(以下、訪問交流事業実施が決定した場合) 

打診を受けてから 

10日以内に 

回答してください。 

プログラム 
登録申請 

登録決定 

仕様書に記載の日までに提出 

 

委託契約 委託契約 



 

4 水源地域訪問交流事業 

訪問交流事業で実施したいプログラム等の内容が決まったら、「水源地域訪問交流

事業プログラム登録申請書(第１号様式)」を県に提出していただきます。 

※かながわ水源地域の案内人以外の方は、「水源地域訪問交流事業活動状況

報告書(第１号の２様式)」を添えて御提出ください。 

４ 訪問交流事業の標準的スケジュール（日程は目安） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登録申請 

内容確認 
県が申請書の内容を確認します。 

※電話等により、追加で内容を確認させていただく場合があります。 

登録 

県が登録結果通知書を申請者に送付します。これにてプログラム登録完了です。 

※登録内容のうち、プログラム内容に変更が生じた際は「水源地域訪問交流事業プロ

グラム変更申請書(第５号様式)」を、プログラム内容以外に変更が生じた際は、「水源

地域訪問交流事業申請者情報等変更届出書(第７号様式)」を御提出ください。い

ずれの場合も土地水資源対策課まで事前に御相談ください。 

事前調整 

小中学校等から交流対応者に連絡がいきますので、プログラムの内容等について、事前 

調整をお願いします。 

※調整は県との委託契約後に開始してください。 

訪問交流 

事業実施 

＜実施当日＞ 

訪問交流事業の交流対応者として、体験・交流プログラム等を行っていただきます。 

※訪問交流事業を実施するにあたって、材料費等の費用が生じた場合は、原則交流

対応者の負担（委託料に含む）となります。 

県ＨＰへ掲載 

・学校に 

情報提供 

プログラム登録していただいた情報のうち、プログラム内容について、県ホームページに

掲載するとともに、県が小中学校等に情報提供します。 

小中学校等から訪問交流事業への申し込みがあった際に、小中学校等の申込内容を

踏まえ、県が条件に合致する交流対応者へ承諾可否の確認を行います。 
交流対応者 

の選定 

意向確認 

打診を受けた交流対応者の方は、10日以内に承諾または不承諾の意思を、打診の

際に県から送付される、「水源地域訪問交流事業意向回答書(第10号様式)」によ

り、県に回答してください。 

連絡先 

提供 

訪問交流事業の実施が決定した後、県から小中学校等に対し、交流対応者名と連絡

先を提供します。 

交流対応者からの実施報告により、実施内容を確認した後、県から交流対応者に委託料

をお支払いします。 
委託料支払い 

プ 

ロ

グ

ラ

ム 

登

録 

(以下、訪問交流事業実施が決定した場合) 

委託契約 
交流対応者は、県から送付される仕様書に基づき、見積書を作成・提出してください。 

県は、交流対応者に委託発注書を送付します。 

訪

問

交

流

事

業 

の

実

施 



 

5 水源地域訪問交流事業 

５ 参加対象者等 

(1) 参加対象者 

   神奈川県内の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に限る）、 

特別支援学校、放課後児童クラブや子ども会等子どもの活動支援を行う民間団体等 

 

 

 

 

(2) 対象者の単位 

学年・学級・部活動、団体のいずれかの単位で実施されるものであること。 

 

(3) 実施時間 

プログラム登録時に記載いただく所要時間を目安に実施していただきます。 

※発注者や小中学校等との調整状況によっては、プログラム登録時の所要時間と実

際の実施時間が前後する場合があります。 

 

６ プログラム登録・登録取消 

提出書類（水源地域訪問交流事業実施要領） 

プログラム登録する時 

・【申請者必須】 

水源地域訪問交流事業プログラム登録申請書(第１号様式) 

・【案内人以外の方のみ】 

水源地域訪問交流事業活動状況報告書(第１号の２様式) 

登録を取り消しする時 水源地域訪問交流事業プログラム登録取消申請書(第４号様式) 

登録内容を変更する時 

※ 事前にご相談ください 

・【プログラム内容の変更】 

水源地域訪問交流事業プログラム変更申請書(第５号様式) 

  

 

 

 

 

 

・【プログラム内容以外の変更】 

水源地域訪問交流事業申請者情報等変更届出書(第７号様式) 

 

 

 

 
児童・生徒のターゲット層を絞る場合は、プログラム登録時にその旨を記載ください。 

（ex.小学校中学年～対象、特別支援学校の場合は、盲学校の児童・生徒を対象など） 

＜プログラム内容に含まれるもの＞ 

・実施場所 ・所要時間 ・概要 ・対象学年等 

・受け入れ可能人数（最大）・実施時期の条件   

・参加者に用意してもらうもの ・安全の注意事項 

・他プログラムとの組み合わせ可否 ・特記事項 

 

 

＜申請者情報等に含まれるもの＞ 

・氏名又は団体名 ・住所又は所在地 ・団体の人数 ・連絡先   

・経費概算 



 

6 水源地域訪問交流事業 

７ 訪問交流事業意向の回答 

⚫ 小中学校等から訪問交流事業への申し込みがあった際に、小中学校等の申込内容を踏まえ、

県が条件に合致する交流対象者へ承諾可否の確認を行います。 

⚫ 確認の際に、小中学校から提出された「水源地域訪問交流事業申込書」の写しを御提供し

ます。 

⚫ 確認を受けた交流対応者は、実施意向の確認を受けた日から10日以内に、「水源地域訪問交

流事業意向回答書(第10号様式)」により、実施意向を県に回答してください。 

 

 

 

 

 

８ 委託契約 

(1) 概要 

意向確認を県に回答した後、県から送付される仕様書に基づいて見積書を作成・提出して

ください。県は見積書の内容を確認した後、委託発注書を送付します。 

※小中学校等との調整は、発注書受理後に行ってください。 
 

(2) 委託料積算方法 

１回につき、500,000円未満 
 単価契約のため、見積額は小中学校等から申込のあった予定参加者数等に単価を乗

じた金額としてください。 

 

 

 

 

 

９ 委託料の支払い 

交流対応者から県に提出された実施報告により、実施内容の完了を確認した後、ご提出い

ただく請求書に基づき、交流対応者の方に委託料をお支払いします。 

 単価契約のため、支払額は実際の参加者数等に単価を乗じた金額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施を承諾いただいた場合、登録している「氏名又は団体名」、「連絡先」を、実施を希望している小

中学校等に提供しますので、予めご了承ください。 

 

訪問交流事業を実施するにあたって、小中学校等に交通費が生じた場合は、小中学校等の負担と

なります。 

※ 交流対応者は、小中学校等に対して、事業実施に関する費用負担を求めることはできません。 

 



 

7 水源地域訪問交流事業 

１０ その他 

(1) 留意事項 

 提出書類の返却には応じられませんので、必要に応じて提出書類の控えを取り保管

してください。 

 提出書類の作成及び提出等にかかる経費は交流対応者の負担となります。 

 提出書類の不備や内容に不明な点がある場合、電話等で確認させて頂きます。 

 事業の広報のため、提出資料上の写真等について、個人を識別できない範囲で、ホ

ームページや広報紙に掲載することがありますのであらかじめ御了承ください。 

 

(2) 個人情報の保護について 

提出された書類等に含まれる個人情報の取扱いにあたっては、関係法令に基づいて適切

に管理します。 


